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茨城大学大学院理工学研究科における博士学位論文審査基準の申し合わせ 

令和 3年 12 月 14 日博士後期課程委員会 確認 

 

 

茨城大学大学院理工学研究科における博士学位論文審査基準を以下のとおり定める。 

 

 

① 研究の目的及び当該研究分野における位置付けが明確に記述されていること。 

② 新たに明らかにした事項（＝新規性ある点、独創的な点）が明確に記述されていること。 

③ 科学的、工学的、実用的の少なくとも一つにおいて有用である事項が明確に記述されていること。 

④ 研究方法が詳細かつ明確に記述されていること。特に実験の方法については、他者による再実験が可能な

ように、使用装置や実験条件等々が詳細に記述されていること。 

⑤ 実験・観察・データ解析の結果が正確かつ明確に記述されていること。ただし、純粋に理論的研究におい

ては、論理展開が明確に記述されていることとする。 

⑥ 考察が論理的に展開され、記述されていること。 

⑦ 既発表研究結果や研究成果（Web 公開や私信も含む）の参照ならびに引用が公平かつ適切に記述されてい

ること。
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○茨城大学大学院理工学研究科博士の学位授与の申請等に関する取扱要項 

(平成 8年 10 月 23 日制定) 

改正 

平成 27 年 3月 26 日規則第 31 号 

平成 28 年 3月 2日要項第 40 号 

平成 28 年 3月 22 日要項第 80 号 

(趣旨) 

第 1条 この要項は、茨城大学大学院学則(昭和 43 年 5月 1日制定。以下「大学院学則」という。)、茨城大学学位規則

(平成 5年 3月 25 日制定。以下「学位規則」という。)及び茨城大学大学院理工学研究科規程(平成 27 年規程第 115 号)に

定めるもののほか、茨城大学大学院理工学研究科(以下「研究科」という。)における博士の学位授与の申請等に関し、必

要な事項を定める。 

 

(定義) 

第 2条 この要項において、「課程申請者」とは、学位規則第 6条第 2項(学位規則第 8条第 1 項ただし書において準用

する場合を含む。)の規定に基づき、博士の学位授与を申請しようとする者をいう。 

2 この要項において、「論文申請者」とは、学位規則第 7条(学位規則第 8条第 1 項本文において準用する場合を含

む。)の規定に基づき、博士の学位授与を申請しようとする者をいう。 

 

(学位の専攻分野の名称) 

第 3条 大学院学則第 23 条第 1項及び第 24 条第 2項に定める者の大学院学則第 23 条第 2項で定める専攻分野の名称

は、研究科委員会が定める。 

 

(課程申請者の資格要件) 

第 4条 課程申請者は、研究科博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)に 3 年以上在学し、所定の単位を修得又は

修得見込みで、かつ、必要な研究指導を受け、課程申請者に求められる研究業績を有する者とする。ただし、特に優れた

研究業績を上げた者の在学期間については、大学院学則第 22 条第 1 項ただし書又は同条第 2項に掲げる年数以上在学す

れば足りるものとする。 

 

2 前項の「課程申請者に求められる研究業績」及び「特に優れた研究業績」の基準は、茨城大学大学院理工学研究科博

士後期課程委員会(以下「後期課程委員会」という。)の審議を経て、茨城大学大学院理工学研究科長(以下「研究科長」

という。)が定める。 

 

(論文申請者の資格要件) 

第 5条 論文申請者は、次の各号のいずれかに該当する者で、論文申請者に求められる研究業績を有する者とする。 

(1) 博士後期課程に 3年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた後退学した者であって、所

定の年限を超えた者 

(2) 修士課程、博士前期課程又は専門職学位課程を修了し、その後 4年以上の研究歴を有する者 

(3) 大学を卒業し、その後 7年以上の研究歴を有する者 

(4) 前 3 号に掲げる者と同等以上の研究歴を有すると後期課程委員会の審議を経て、研究科長が認めた者 

2 前項の「論文申請者に求められる研究業績」の基準は、後期課程委員会の審議を経て、研究科長が定める。 

3 第 1 項第 2 号から第 4号までに定める研究歴は、研究発表又は従事した職務に関する証明等に基づき、後期課程委員

会の審議を経て、研究科長が認定する。 

 

(学位授与の申請の時期) 

第 6条 博士の学位授与の申請は、課程申請者にあっては第 4条に定める要件を、論文申請者にあっては前条に定める要

件を満たした後、随時行うことができる。 

 

(博士の学位授与の申請に必要な書類) 

第 7条 博士の学位を申請する場合は、次に掲げる書類及び当該書類のデジタルデータを課程申請者にあっては主指導教

員を経て研究科長に、論文申請者にあっては学位申請担当教員を経て学長に提出するものとする。 
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(1) 学位申請書(学位規則別記様式第 6) 1 部 

(2) 学位論文 1 部 

(3) 学位論文要旨(2,000 字程度) 1 部 

(4) 論文目録(学位規則別記様式第 6) 1 部 

(5) 履歴書(学位規則別記様式第 6) 1 部 

2 前項の書類に使用する言語は、日本語又は英語とする。 

 

(審査会の設置) 

第 8条 研究科委員会は、学位規則第 11 条の規定により学位論文の審査を付託されたときは、学位規則第 12 条の規定に

基づき、申請のあった学位論文ごとに審査会を設置し、次に掲げる事項を審査会に委嘱しなければならない。 

(1) 公聴会の実施 

(2) 学位論文の審査 

(3) 課程申請者にあっては最終試験、論文申請者にあっては最終試験及び試問(以下「最終試験等」という。) 

 

(審査会の組織) 

第 9条 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 博士後期課程担当の教員 3 人以上 

(2) 本学の他の研究科若しくは他の大学院又は研究所等の学位論文に関連の深い専門分野の教員等(以下「研究科外委

員」という。) 1 人以上 

2 前項の委員には、博士後期課程の研究指導教員が半数以上含まれなければならない。 

 

(審査会委員の指名等) 

第 10 条 審査会の委員は、主指導教員又は学位申請担当教員(以下「主指導教員等」という。)の推薦に基づき、後期課

程委員会の審議を経て、研究科長が任命又は委嘱する。 

2 前項の場合において、後期課程委員会は、研究科外委員の教員資格審査を行うものとする。 

3 研究科長は、審査委員が、やむを得ない理由により論文審査を行うことができなくなった場合には、後期課程委員会

の審議を経て、委員を交代することができる。 

 

(審査会委員長) 

第 11 条 審査会に委員長(以下「審査会委員長」という。)を置き、主指導教員等及び研究科外委員を除く審査委員の互

選により定める。 

2 審査会委員長は、審査会を総括し、審査する学位論文の公聴会、論文審査及び最終試験等を実施する。 

 

(学位論文の公聴会) 

第 12 条 審査会委員長は、広く一般からの意見を聴取するため、公聴会を開催しなければならない。 

2 審査会委員長は、公聴会の日程等を決定し、申請者に通知するとともに、公聴会開催日の 1 週間前までに公示しなけ

ればならない。 

3 審査会委員長は、公聴会に出席し、申請者の発表内容概要、質疑応答等を審査会に報告しなければならない。 

(学位論文の審査及び最終試験) 

第 13 条 審査会は、学位規則第 14 条第 1 項の規定に基づく学位論文の審査及び最終試験を行うものとする。 

2 学位論文の審査は、書面により行うものとする。 

3 最終試験は、筆記又は口述により行うものとする。 

4 論文申請者の審査に当たっては、前項の最終試験に加え、学位規則第 14 条第 2 項に規定する学力を確認するための試

問として、筆記試験又は口述試験を行うものとする。 

5 審査会は、授与する学位の専攻分野の名称を提案する。 

(学位論文審査及び最終試験等の期限) 

第 14 条 学位論文の審査及び最終試験等は、学位論文を受理した日から 1年以内に終了しなければならない。 

(学位論文の審査及び最終試験等の結果の報告) 

第 15 条 審査会委員長は、学位論文の審査及び最終試験等を終了したときは、その結果を学位規則第 15 条の規定に基づ

き審査報告書を作成し、速やかに研究科委員会及び博士後期課程委員会に報告しなければならない。 
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2 博士後期課程委員会委員長は、前項に定める報告を受けたときは、審査報告書を博士後期課程担当教員に公示する。 

(研究科委員会の審議) 

第 16 条 研究科委員会は、審査会から課程申請者についての学位論文の審査及び最終試験の結果の報告を受けたとき

は、学位規則第 16 条の規定に基づき、修了の認定について審議する。 

2 研究科委員会は、審査会から論文申請者についての学位論文の審査及び最終試験等の結果の報告を受けたときは、学

位規則第 11 条第 2項の規定に基づき、博士の学位の授与申請の審査について審議する。 

3 前 2 項の審議は、必要に応じて、3月、6月、9月、12 月に行うことができる。 

(学長への報告) 

第 17 条 研究科長は、研究科委員会が前条の審議をしたときは、学位規則第 11 条第 2項及び第 17 条第 2項の規定に基

づき、学長に報告しなければならない。 

(雑則) 

第 18 条 この要項に定めるもののほか、博士の学位授与の申請等に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要項は、平成 8年 10 月 23 日から実施し、平成 8年 10 月 1日から適用する。 

附 則 

この要項は、平成 17 年 7月 6日から実施し、平成 17 年 4 月 1日から適用する。 

附 則 

この要項は、平成 20 年 5月 28 日から実施し、平成 20 年 4月 1日から適用する。 

附 則(平成 27 年 3 月 26 日規則第 31 号) 

この要項は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関す

る規則(平成 27 年規則第 31 号)の施行の日(平成 27 年 4 月 1日)から実施する。 

附 則(平成 28 年 3 月 2日要項第 40 号) 

この要項は、平成 28 年 3月 2日から実施し、平成 27 年 4 月 1日から適用する。 

附 則(平成 28 年 3 月 22 日要項第 80 号) 

この要項は、平成 28 年 4月 1日から実施する。 

 

  


